
令和８年第２回那須烏山市議会３月定例会予定提出議案

区分 議案番号 議　　　　　　案　　　　　　名

（議案）
１

令和８年度那須烏山市一般会計予算に
ついて

◆予算総額 13,370,000千円

2
令和８年度那須烏山市国民健康保険特
別会計予算について

◆予算総額
【事業勘定】
【施設勘定】

3,213,551千円
57,375千円

3
令和８年度那須烏山市熊田診療所特別
会計予算について

◆予算総額 42,438千円

4
令和８年度那須烏山市後期高齢者医療
特別会計予算について

◆予算総額 457,688千円

5
令和８年度那須烏山市介護保険特別会
計予算について

◆予算総額 2,747,955千円

6
令和８年度那須烏山市境財産区特別会
計予算について

◆予算総額 740千円

7
令和８年度那須烏山市水道事業会計予
算について

◆収益的収支
　・収益的収入
　・収益的支出
◆資本的収支
　・資本的収入
　・資本的支出

609,776千円
578,364千円

198,513千円
459,861千円

8
令和８年度那須烏山市下水道事業会計
予算について

◆収益的収支
　・収益的収入
　・収益的支出
◆資本的収支
　・資本的収入
　・資本的支出

363,842千円
342,598千円

92,094千円
224,100千円

9
令和７年度那須烏山市一般会計補正予
算（第９号）について

◆補正額
 　累　 計

1,073,038千円
14,455,036千円

10
令和７年度那須烏山市国民健康保険特
別会計補正予算（第４号）について

◆補正額
 　累　 計

◆補正額
 　累　 計

(事業勘定)
△89,578千円
3,165,864千円

（診療施設勘定）
446千円

59,232千円

補
正
予
算
案

議　　案　　の　　要　　旨

当
初
予
算
案



区分 議案番号 議　　　　　　案　　　　　　名 議　　案　　の　　要　　旨

11
令和７年度那須烏山市熊田診療所特別
会計補正予算（第３号）について

◆補正額
 　累　 計

△4,263千円
48,044千円

12
令和７年度那須烏山市後期高齢者医療
特別会計補正予算（第２号）について

◆補正額
 　累　 計

17,565千円
432,301千円

13
令和７年度那須烏山市介護保険特別会
計補正予算（第４号）について

◆補正額
 　累　 計

33,953千円
2,843,569千円

14
令和７年度那須烏山市境財産区特別会
計補正予算（第１号）について

◆補正額
 　累　 計

1,530千円
 2,141千円

15
令和７年度那須烏山市水道事業会計補
正予算（第３号）について

◆収益的収支
　・収入補正額
　　累　計
　・支出補正額
　　累　計
◆資本的収支
　・収入補正額
　　累　計
　・支出補正額
　　累　計

△2,473千円
616,580千円

 4,850千円
 585,397千円

111,802千円
263,269千円
270,536千円
739,609千円

16
令和７年度那須烏山市下水道事業会計
補正予算（第４号）について

◆収益的収支
　・収入補正額
　　累　計
　・支出補正額
　　累　計
◆資本的収支
　・収入補正額
　　累　計
　・支出補正額
　　累　計

△4,236千円
356,044千円

8,921千円
341,529千円

△1,301千円
140,080千円
11,562千円

 277,088千円

17
那須烏山市特殊勤務手当条例の制定に
ついて

18
那須烏山市特定乳児等通園支援事業の
運営に関する基準を定める条例の制定に
ついて

補
正
予
算
案

条
例
案

◆新たに支給することとする特殊勤務手当の種類、支給さ
れる職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関
し必要な事項を定める条例の制定

◆乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を実施しよ
うとする事業者が子ども・子育て支援法に基づき給付費の
支払いを受けるために、市から「確認」を受ける際の運営基
準を定めるための条例の制定



区分 議案番号 議　　　　　　案　　　　　　名 議　　案　　の　　要　　旨

19
那須烏山市行政手続条例の一部改正に
ついて

20
地方自治法の一部を改正する法律等の
施行に伴う関係条例の整理について

21
那須烏山市職員給与条例等の一部改正
について

22
那須烏山市収入印紙等購買基金設置及
び管理条例の一部改正について

23
那須烏山市国民健康保険税条例の一部
改正について

24
那須烏山市立認定こども園設置及び管理
条例の一部改正について

25
那須烏山市火入れに関する条例の一部
改正について

26 那須烏山市副市長の選任同意について

27 人権擁護委員候補者の推薦について

議
決
案

28
那須烏山市過疎地域持続的発展計画の
変更について

◆栃木県における申請手数料等のキャッシュレス決済への
移行により、栃木県収入証紙が廃止され、本市における同
証紙の取扱いが廃止になることに伴う所要の改正

◆那須烏山市立なすからこども園において、乳児等通園支
援事業（こども誰でも通園制度）を実施するための所要の改
正

◆令和８年６月30日任期満了
委員２名（任期３年）

◆令和８年度から新たに「子ども・子育て支援納付金」課税
額を賦課徴収するための所要の改正

◆那須烏山市過疎地域持続的発展計画が令和８年３月31
日をもって期間満了となることに伴い、内容を一部変更し、
期間を令和８年４月１日から令和13年３月31日までとするこ
とについて、議会の議決を求めるもの

人
事
案

◆市副市長の選任同意

条
例
案

◆森林等への火入れの中止要件として、新たに「林野火災
注意報」及び「林野火災警報」を追加するための所要の改
正

◆行政手続法の一部改正に準じ、不利益処分における聴
聞及び弁明の機会の付与の通知について、当該不利益処
分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合に行う公
示送達について、従来の掲示場への掲示に加え、インター
ネット（ウェブサイト）による公表により行うこととするための
所要の改正

◆地方自治法及び地方自治法施行令の一部改正に伴う引
用条項の整理を行うための関係条例の所要の改正
①那須烏山市監査委員条例の一部改正
②那須烏山市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条
例の一部改正
③那須烏山市水道事業及び下水道事業の設置等に関する
条例の一部改正

◆令和７年８月の人事院勧告に準じ、第２種初任給調整手
当を創設するとともに、著しく危険、不健康等の特殊な勤務
に従事する職員に対し、新たに特殊勤務手当を支給するこ
とに伴う関係条例の所要の改正



区分 議案番号 議　　　　　　案　　　　　　名 議　　案　　の　　要　　旨

請願書等の付託について

一般質問について

請願書等審査結果の報告について

議
会
関
係


